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(54)【発明の名称】 在宅健康管理システム及びバイタルデータ遠隔表示方法

(57)【要約】
【課題】  不整脈等の発見を容易にするために、利用者
の現在のバイタルデータをセンタでもリアルタイムに表
示したいとする要求があった。
【解決手段】  利用者のバイタルデータを測定するバイ
タルセンサを備えた在宅端末と、バイタルデータの表示
機能を備えたセンタとを通信網を介してデータ送受信可
能に接続し、前記バイタルセンサは、少なくとも体温測
定手段と血圧測定手段とを備え、前記在宅端末は、バイ
タルセンサが測定したバイタルデータを取得するデータ
取得手段と、該バイタルデータを取得する度にそれをセ
ンタ宛てに通信網に送出するリアルタイム送出手段とを
備え、前記センタは、受け取ったバイタルデータを一旦
記憶するメモリ手段と、バイタルデータを受け取る度に
それを表示するリアルタイムバイタル表示手段と、を備
えた構成である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  利用者のバイタルデータを測定するバイ
タルセンサを備えた在宅端末と、バイタルデータの表示
機能を備えたセンタとを通信網を介してデータ送受信可
能に接続し、
前記バイタルセンサは、少なくとも体温測定手段と血圧
測定手段とを備え、
前記在宅端末は、センタから送られた自装置宛ての要求
を通信網から取得するリモート処理手段と、そのセンタ
の要求に応じてバイタルセンサに対してバイタルデータ
の測定開始及び終了を指示する制御手段と、バイタルセ
ンサが測定したバイタルデータを取得するデータ取得手
段と、該バイタルデータを取得する度にそれをセンタ宛
てに通信網に送出するリアルタイム送出手段と、を備
え、
前記センタは、バイタルデータの測定開始要求及び測定
終了要求を在宅端末宛てに通信網に送り出すとともに、
通信網から自装置宛てのバイタルデータを受け取るデー
タ通信手段と、受け取ったバイタルデータを一旦記憶す
るメモリ手段と、バイタルデータを受け取る度にそれを
表示するリアルタイムバイタル表示手段と、を備えたこ
とを特徴とする在宅健康管理システム。
【請求項２】  前記在宅端末は更に、バイタルセンサか
ら取得したバイタルデータを記憶するメモリ手段と、バ
イタルデータを受け取る度にそれを表示するリアルタイ
ムバイタル表示手段と、を備えたことを特徴とする請求
項１に記載の在宅健康管理システム。
【請求項３】  前記バイタルセンサは、心電データ測定
手段を更に備え、前記リアルタイムバイタル表示手段
は、受け取った心電データをモニタ画面上にプロットし
て心電波形をグラフ表示することを特徴とする請求項１
又は請求項２に記載の在宅健康管理システム。
【請求項４】  利用者のバイタルデータを測定するバイ
タルセンサを備えた在宅端末と、バイタルデータの表示
機能を備えたセンタとを通信網を介してデータ送受信可
能に接続し、
前記バイタルセンサは、少なくとも体温データと血圧デ
ータとを測定して出力し、
前記在宅端末は、センタから送られた自装置宛ての要求
を通信網から取得し、そのセンタの要求に応じてバイタ
ルセンサに対してバイタルデータの測定開始及び終了を
指示し、バイタルセンサが測定したバイタルデータを取
得し、該バイタルデータを取得する度にそれをセンタ宛
てに通信網に送出し、
前記センタは、バイタルデータの測定開始要求及び測定
終了要求を在宅端末宛てに通信網に送り出すとともに、
通信網から自装置宛てのバイタルデータを受け取り、受
け取ったバイタルデータを一旦メモリに記憶し、バイタ
ルデータを受け取る度にそれをリアルタイムに表示す
る、ことを特徴とするバイタルデータ遠隔表示方法。
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【請求項５】  前記在宅端末は更に、バイタルセンサか
ら取得したバイタルデータをメモリに記憶し、バイタル
データを受け取る度にそれをリアルタイムに表示する、
ことを特徴とする請求項４に記載のバイタルデータ遠隔
表示方法。
【請求項６】  前記バイタルセンサは更に心電データを
測定して出力し、前記センタ装置及び／又前記在宅端末
は、受け取った心電データをモニタ画面上にプロットし
て心電波形をグラフ表示することを特徴とする請求項４
又は請求項５に記載のバイタルデータ遠隔表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、在宅健康管理シス
テム及びバイタルデータ遠隔表示方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】本願出願人は、特願平２－１６８８３４
号において、地域住民の健康管理や緊急通報を管理する
健康管理システムを提案した。該システムは、住民宅に
設置した在宅端末とセンタのコンピュータとを通信回線
で結び、在宅端末にはＩＣカードリーダ／ライタとバイ
タルセンサとを接続して、住民がバイタルセンサで測定
した血圧値等のバイタルデータを、端末上でＩＣカード
に記録するものである。そして、そのＩＣカードに記録
したデータを通信回線を介してセンタに送り、センタ側
では、受信したデータをデータベース化して、住民の健
康管理に役立てるものである。ＩＣカードが端末のリー
ダ／ライタにセットされていれば、センタ側からの遠隔
操作により、バイタルデータを読み出して受信できるよ
うになっている。また、このＩＣカードは利用者１人１
人に割り当てられているので、１台の在宅端末を家族で
利用することもできる。従って、このＩＣカードは、利
用者を識別するためのＩＤカードとしても機能するもの
である。そして、利用者は自分の都合がよい時間にバイ
タルデータを測定して記録し、都合がよい時間にそのバ
イタルデータをセンタに送ることができる。また、在宅
端末にはハンズフリー電話機能も備えられているので、
センタのオペレータと端末利用者とが直接、音声による
会話を行うこともできるようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】従来のシステムでは、
主として利用者のバイタルデータを端末側からセンタに
送って蓄積することを目的としている。これにより、あ
る期間にわたる患者の健康状態の推移や傾向を見ること
ができる。しかし、これらのデータはすべて過去の断片
的なデータである。従って、突発的な変動があってもそ
れが記録されていなければ見落とすことになる。そこ
で、不整脈等の発見を容易にするために、利用者の現在
のバイタルデータをセンタでもリアルタイムに表示した
いとする要求があった。
【０００４】
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【課題を解決するための手段】本発明は、利用者のバイ
タルデータを測定するバイタルセンサを備えた在宅端末
と、バイタルデータの表示機能を備えたセンタとを通信
網を介してデータ送受信可能に接続し、前記バイタルセ
ンサは、少なくとも体温測定手段と血圧測定手段とを備
え、前記在宅端末は、センタから送られた自装置宛ての
要求を通信網から取得するリモート処理手段と、そのセ
ンタの要求に応じてバイタルセンサに対してバイタルデ
ータの測定開始及び終了を指示する制御手段と、バイタ
ルセンサが測定したバイタルデータを取得するデータ取
得手段と、該バイタルデータを取得する度にそれをセン
タ宛てに通信網に送出するリアルタイム送出手段と、を
備え、前記センタは、バイタルデータの測定開始要求及
び測定終了要求を在宅端末宛てに通信網に送り出すとと
もに、通信網から自装置宛てのバイタルデータを受け取
るデータ通信手段と、受け取ったバイタルデータを一旦
記憶するメモリ手段と、バイタルデータを受け取る度に
それを表示するリアルタイムバイタル表示手段とを備
え、上記課題を解決するものである。
【０００５】
【実施例】図１は、実施例システムの全体構成を示して
おり、バイタルセンサ３０を接続した在宅アダプタ１０
と、システムのサーバであるセンタ装置５０とを通信網
２５を介して接続したものである。在宅アダプタ１０は
複数の家庭にそれぞれ設置したいわゆる在宅端末装置で
あり、センタ装置５０との通信機能や、バイタルセンサ
３０からバイタルデータを受信する機能を備えたもので
ある。バイタルセンサ３０はこの健康管理システムの利
用者の生体情報即ちバイタルデータを測定して内部に記
憶し、在宅アダプタ１０の要求を受けてそのバイタルデ
ータを在宅アダプタ１０に送信するものである。そし
て、センタ装置５０は、地域の健康管理センタや医療機
関に置かれたサーバコンピュータであり、在宅アダプタ
１０との通信機能と、在宅アダプタ１０を導入した住民
のバイタルデータを健康管理データとして記憶・管理す
る機能と、更に、在宅アダプタ１０からバイタルデータ
を受信しながらその変化をリアルタイムにモニタ画面に
表示する機能を有するものである。
【０００６】ここで、図２は、在宅アダプタ１０の内部
構成を示し、１１はバイタルセンサ３０と通信するため
のバイタルセンサ通信インタフェース、１２はバイタル
センサ３０からバイタルデータを受信し、またバイタル
センサ３０にコマンドを送信するデータ通信部、１３は
受信したバイタルデータを一時記憶するメモリ、１４は
データ通信部１２が受信したバイタルデータをメモリか
ら読み出して直ちにセンタ装置５０へ送信するリアルタ
イム送信部、１５はセンタ装置５０と通信するためのセ
ンタ通信インタフェース、１６はセンタ装置５０から送
られたコマンドを受信するリモート処理部、１７は一般
のテレビモニタ２１を使ってセンタ装置５０とのテレビ
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電話通信を行うテレビ電話部、１８はテレビモニタ２１
への映像出力を行う表示制御部、１９はメモリに記憶し
ているバイタルデータを折れ線グラフ等のグラフィカル
な画像データに変換してテレビモニタ２１に表示するグ
ラフ表示部である。そして、２０は予め記憶したプログ
ラムに従って在宅アダプタ１０全体の動きを制御するア
ダプタ中央制御部である。
【０００７】ここで、上記バイタルセンサ通信インタフ
ェース１１とデータ通信部１２とで、バイタルセンサが
測定したバイタルデータを取得するデータ取得手段を構
成し、上記センタ通信インタフェース１５とリモート処
理部１６とで、センタから送られた自装置宛ての要求を
通信網から取得するリモート処理手段を構成し、上記メ
モリ１３とリアルタイム送信部１４とセンタ通信インタ
フェース１５とで、バイタルデータを取得する度にそれ
をセンタ宛てに通信網に送出するリアルタイム送出手段
を構成している。尚、実施例の在宅アダプタ１０は、機
器構成を簡素化して導入がし易いように、家庭用のテレ
ビ画面にデータを表示するようにしたものである。
【０００８】図３は、センタ装置５０の内部構成を示
し、５１は在宅アダプタ１０と通信するためのアダプタ
通信インタフェース、５３は在宅アダプタ１０からバイ
タルデータを含むデータを受信し、また在宅アダプタ１
０にコマンドを送信するデータ通信部、５４は受信した
バイタルデータを記憶するメモリ、５５はメモリに記憶
しているバイタルデータを折れ線グラフ等のグラフィカ
ルな画像データに変換してリアルタイムにモニタ５８の
画面に表示するグラフ表示部、５７はモニタ５８を使っ
て在宅アダプタ１０とのテレビ電話通信を行うテレビ電
話部、５６はモニタ５８への映像出力を行う表示制御
部、そして、５２は予め記憶したプログラムに従ってセ
ンタ装置５０全体の動きを制御するセンタ制御部であ
る。
【０００９】ここで、アダプタ通信インタフェース５１
とデータ通信部５３とで、バイタルデータの測定開始要
求及び測定終了要求を在宅端末宛てに通信網に送り出す
とともに、通信網から自装置宛てのバイタルデータを受
け取るデータ通信手段を構成し、グラフ表示部５５と表
示制御部５６とモニタ５８とで、バイタルデータを受け
取る度にそれを表示するリアルタイムバイタル表示手段
を構成している。
【００１０】図４にバイタルセンサ３０の構成を示す。
ここで、３１は、通信インタフェース３５を介して在宅
アダプタ１０からコマンドを受信するとともに、在宅ア
ダプタ１０にバイタルデータを送信するセンサ通信制御
部である。これはまた、バイタルセンサ３０全体の動作
も制御する。３２は測定したバイタルデータを一時記憶
するメモリ、３３はタイマ、３４はブザー、３６は接続
した電子体温計４１によって利用者の体温を測定する体
温測定部、３７は接続した脈拍計４２によって利用者の



(4) 特開２００３－２１０４２０

10

20

30

40

50

5
脈拍を測定する脈拍測定部、３８は接続した血圧計４３
のカフを加圧制御して利用者の血圧を測定する血圧測定
部、３９は接続した心電計４４によって利用者の心電波
形を測定する心電測定部、４０は接続したＳｐＯ２計４
５によって利用者のＳｐＯ２即ち動脈血酸素飽和度を測
定するＳｐＯ２測定部である。
【００１１】次に、実施例システムの動作を図９の画面
表示例と図５乃至図８の流れ図を参照して説明する。図
９は、センタ装置５０のオペレータが利用者を指定して
リアルタイムバイタル表示を指示した際に、センタ装置
５０のモニタ５８に表示されるリアルタイムバイタル表
示画面９０の表示例である。実施例では、バイタルセン
サ３０が測定するバイタルデータを、心電データと、血
圧データと、及びその外の脈拍・体温・ＳｐＯ２の大き
く３種に分けて管理している。そして、同画面９０に
は、心電データの測定開始及び終了を指示する心電開始
ボタン９５及び心電終了ボタン９６と、血圧測定の開始
及び終了を指示する血圧測定９１ボタン及び測定停止ボ
タン９２と、その外のバイタルデータの測定開始及び終
了を指示するバイタル開始ボタン９３及びバイタル終了
ボタン９４とが表示されている。
【００１２】そこで、センタのオペレータは先ず、テレ
ビ電話を使って利用者に対して血圧測定用のカフを腕に
巻くように指示し、または心電計の装着を指示し、ある
いはその外の電子体温計や脈拍計等の装着を指示する。
そして、モニタ５８に映ったテレビ電話の映像を見て利
用者が測定器を正しく装着したことを確認すると、所望
のバイタルデータを取得するために心電開始ボタン９５
等を指示する。
【００１３】これに応じて、センタ制御部５２は、図５
の流れ図に示すように、在宅アダプタ１０へ向けてバイ
タルデータの測定開始を要求するコマンドを発行する。
コマンドはデータ通信部５３及びアダプタ通信インタフ
ェース５１を介して通信網２５へ送り出される。在宅ア
ダプタ１０では、センタ通信インタフェース１５を介し
てリモート処理部１６がそのコマンドを受け取り、アダ
プタ中央制御部２０が解析して処理する。そして、在宅
アダプタ１０では、受け取ったコマンドがバイタルデー
タの測定開始を指示するものであれば、バイタルセンサ
３０に対して該当するバイタルデータの測定を指示す
る。即ち、心電データの測定開始ならば、心電計４４に
よる測定の開始を指示するコマンドをデータ通信部１
２、及びバイタルセンサ通信インタフェース１１を介し
て送り、血圧データの測定開始ならば、カフの加圧開始
を指示するコマンドを送り、その外のバイタルデータの
測定開始ならば、電子体温計４１と脈拍計４２及びＳｐ
Ｏ２計４５によるバイタルデータの取得を指示するコマ
ンドをそれぞれ送るのである。
【００１４】バイタルセンサ３０では、それぞれのセン
サ４１乃至４５をそれぞれ測定部３６乃至４０が制御し
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て所定間隔でバイタルデータを取得し、その都度、測定
データを通信インタフェース３５を介して在宅アダプタ
１０に送信する。データはすべてパケットにして送信す
るので、心電データの場合、所定の単位時間で分割し、
順次その細切れのパケットデータを送ることになる。デ
ータを受け取った在宅アダプタ１０では、データ通信部
１２がメモリに一旦格納し、それをリアルタイム送信部
１４が直ちにセンタ装置５０に転送するようにしてい
る。
【００１５】リアルタイムバイタルデータを受け取った
センタ装置５０では、図６乃至図８に示す流れ図に沿っ
て動作する。即ち、心電のリアルタイム表示の場合は、
本来連続したデータのはずが、分割された細切れのパケ
ットになって届くので、先ず、パケットを順番通りに並
べ直し、そして、それらを連続したデータ列として取り
出せるように、時系列整列処理を実施する（ステップＳ
２２）。そして、グラフ表示部５５がその心電データを
使ってあたかも心電計が直接つながっているように、モ
ニタ画面上に輝点をプロットして心電波形をリアルタイ
ムに連続グラフ表示するのである（ステップＳ２３）。
【００１６】また、血圧のリアルタイム表示の場合は、
最高血圧と最低血圧のデータが測定を開始して以降、定
期的に送られてくるので、データを受信するたびに（ス
テップＳ３１）リアルタイムバイタル表示画面９０の所
定位置にその数値を表示して、最高血圧と最低血圧のデ
ータをリアルタイムに更新する（ステップＳ３２）。
【００１７】また、その外のバイタルデータのリアルタ
イム表示の場合は、脈拍と体温とＳｐＯ２のデータが測
定を開始して以降、定期的に送られてくるので、データ
を受信するたびに（ステップＳ４１）リアルタイムバイ
タル表示画面９０の所定位置にその数値を表示して、そ
れぞれの内容をリアルタイムに更新するのである（ステ
ップＳ２４）。
【００１８】実施例においては、心電のリアルタイム表
示と血圧のリアルタイム表示、及びその外のバイタルデ
ータのリアルタイム表示とは、それぞれ独立したタスク
として同時並行に動作するように構成されている。従っ
て、図９の画面においてリアルタイム心電図を描画しな
がら、血圧や脈拍の数値をリアルタイムに更新すること
ができるものである。
【００１９】そして、センタ装置５０においてバイタル
データのリアルタイム表示を終了するときは、オペレー
タはリアルタイムバイタル表示画面９０で心電終了等の
ボタンを指示する。これに応じて、センタ制御部５２
は、図５の流れ図に示すように、在宅アダプタ１０へ向
けてバイタルデータの測定終了を要求するコマンドを発
行する。このとき、心電終了ボタン９６が指示されたの
であれば、心電のリアルタイム表示も終了する（ステッ
プＳ６）。一方、在宅アダプタ１０では、センタ通信イ
ンタフェース１５を介してリモート処理部１６がそのコ
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7
マンドを受け取り、バイタルセンサ３０に対して該当す
るバイタルデータの測定終了を指示する。
【００２０】ところで、実施例では、在宅アダプタ１０
にもセンタ装置５０と同様にグラフ表示部１９と表示制
御部１８とを備え、リアルタイムバイタル表示が可能な
ように構成している。従って、在宅の利用者自身あるい
は往診した医療スタッフが、在宅アダプタ１０とバイタ
ルセンサ３０を使って心電図やその他のバイタルデータ
を、家庭のテレビモニタ２１に表示させて観察すること
ができるものである。
【００２１】このように、実施例システムでは、バイタ
ルセンサ３０で測定した利用者のバイタルデータを、リ
アルタイムにセンタ装置５０あるいは在宅アダプタ１０
のモニタ画面に表示する。つまり、そこに表示されてい
るのは利用者の現在の状態を示すデータである。従っ
て、医療スタッフ等がより正確に利用者の現在の健康状
態を把握し易くなるものである。
【００２２】
【発明の効果】本発明によれば、遠隔地の利用者のバイ
タルデータをリアルタイムにモニタ画面に表示すること
ができるので、利用者の現在の状態をセンタのスタッフ
がより正確に把握できるようになる。更に、心電図もリ
アルタイムにモニタ表示することができるので、不整脈
等の突発的なバイタルサインが発見され易くなるもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例システムの全体構成を示す図である。
【図２】実施例の在宅アダプタの内部構成を示す図であ
る。
【図３】実施例のセンタ装置の内部構成を示す図であ
る。 *
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*【図４】実施例のバイタルセンサの構成を示す図であ
る。
【図５】実施例のセンタ装置の動作を示すフローチャー
トである。
【図６】実施例のセンタ装置の動作を示すフローチャー
トである。
【図７】実施例のセンタ装置の動作を示すフローチャー
トである。
【図８】実施例のセンタ装置の動作を示すフローチャー
トである。
【図９】実施例におけるリアルタイムバイタル表示画面
の表示例である。
【符号の説明】
１０  在宅アダプタ    １１  バイタルセンサ通信イン
タフェース    １２データ通信部    １３  メモリ    
１４  リアルタイム送信部    １５  センタ通信インタ
フェース    １６  リモート処理部    １７  テレビ電
話部    １８表示制御部    １９  グラフ表示部    ２
０  アダプタ中央制御部    ２１テレビモニタ    ２５
  通信網    ３０  バイタルセンサ    ３１  センサ中
央制御部    ３２  メモリ  ３５  通信インタフェース
    ３６  体温測定部
３７  脈拍測定部    ３８  血圧測定部    ３９  心電
測定部    ４０  ＳｐＯ２測定部    ４１  電子体温計
    ４２  脈拍計    ４３  血圧計    ４４  心電計  
  ４５  ＳｐＯ２計    ５０  センタ装置    ５１  ア
ダプタ通信インタフェース    ５２  センタ制御部    
５３  データ通信部    ５４  メモリ
５５  グラフ表示部    ５６  表示制御部    ５７  テ
レビ電話部    ５８  モニタ    ９０  リアルタイムバ
イタル表示画面

【図１】 【図２】 【図６】

【図７】 【図８】
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